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 令和６年度庁議報告事項 

 第８回庁議（２０２４年８月２０日）       子ども教育部育成活動推進課 

                              別添資料の有無（有） 

【件名】学童クラブ利用要件及び審査指数の見直しについて 

 

【要旨】(目的・内容・対象・時期・今後の方向等） 

学童クラブを利用するための要件及び学童クラブの定員を超えて利用を希望する児童が

いる場合に順位を決定する審査指数の見直しについて、以下のとおり報告する。 

 

１ 学童クラブ利用要件、審査指数の見直しの考え方 

現行の学童クラブの利用要件で定めている「放課後の起点とする時間」と実際の小学

校の生活時程に相違がある。また、学童クラブ入会時の審査指数は、保護者の就労場所

が居宅外の場合に比べ、居宅内の指数が低くなっており、現代の多様な働き方に適合出

来ていない。これらのことを踏まえ、学童クラブ利用要件及び審査指数を実態に則した

形になるよう見直しを行う。 

 

２ 主な改正内容 (詳細は別紙のとおり) 

○ 小学校の生活時程に合わせ「放課後の起点とする時間」を１、２年生は１４時３０分、

３年生は１５時１５分とする。これに伴い、学童クラブ利用要件の放課後１時間３０

分以上適切な保護を必要とする時間を１、２年生は１６時以降、３年生は１６時４５

分以降とする。 

○ 「放課後の起点とする時間」の見直しに伴い、学童クラブを早退とする時間を１、２年

生は１６時３０分より前、３年生は１７時１５分より前とする。 

○ 学童クラブを早退する場合の指数を新設し、それに伴いその他の指数を２倍にする。 

○ 現代の多様な働き方を踏まえ、居宅外就労と居宅内就労等の指数を同じにする。 

 

３ 今後のスケジュール 

令和６年８月２９日 子ども文教委員会報告(閉会中) 

１１月中旬 第１期学童クラブ利用申請受付 

令和７年１月末   第１期審査結果通知 

２月上旬   第２期学童クラブ利用申請受付 

２月下旬  第２期審査結果通知 

 




